
COVID-19 感染防止対策 主催者指針 

 

一般社団法人 日本ＩＨＥ協会 

 認定技術者試験委員会 

 

本指針は、IHE協会認定技術者試験委員会の責任で実施する項目です。 

この指針に則して試験実施・運営致します。 

 

１．試験日は受験者、試験監督者全員の一覧表を作成し管理する。 

  一覧表項目： 氏名、体温、体調、マスク所持、手消毒、入場時間、退場時間 

２．受験者および登録された試験監督者以外の者は入場させない。 

３．換気を常時行う。（会場では吸気、排気を常時行っている） 

４．机の配置は、１机１名と配置とする。 

５．試験開始前、試験終了後、試験監督者が巡回して密になっていないかを監視する。 

６．感染が判明した場合、日本 IHE協会は速やかに全受験者、試験監督者に通報する。 

７．密集回避、及び手洗い、手指の消毒を行う案内を適宜行う。 

８．受験者はトイレ等の最低限の移動のみを行う案内を適宜行う。 

９．受験者の控室を用意し、密にならないよう、机配置を定める。また密にならないよう 

適宜試験監督者が監視する。 

９．受付での対策 

① 予備のマスク、フェースシールド、非接触体温計、ビニール手袋、消毒液、等を用意する。 

② 受付時に２ｍの距離が取れる様、床にマークを施す。 

③ 有楽町地区管轄の保健所の情報を掲示する。 

10．参加者へのマニュアルによる対策 

 「COVID-19 感染防止対策 受験者実施マニュアル」を作成し、受験者に遵守させる。 

① 受験者実施マニュアルを遵守していない者がいた場合、遵守するよう注意を促す。 

② 注意したにもかかわらず、従わない受験者には退出を命じることができる。 

 

以上 


